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１ 招集告示 

福島県後期高齢者医療広域連合告示第１７号 

 

     令和４年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

      令和４年６月１３日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長 木 幡  浩 

 

 １ 日 時  令和４年７月１５日（金）午後２時 

 ２ 場 所  福島県福島市上町４番２５号 

   キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ）３階 「あぶくま」 

 

２ 招集年月日 

  令和４年７月１５日（金曜日） 

 

３ 招集の場所 

キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ）３階 「あぶくま」 

 

４ 会議の時刻 

  令和４年７月１５日（金曜日） 午後２時０５分開会、午後２時４５分閉会 

 

５ 応招議員 

  ３番 遠藤 忠一 君   ５番 三澤 豊隆 君   ６番 佐川 正一郎 君 

  ７番 澤村 和明 君   ８番 伊澤 史朗 君   ９番 清川 雅史 君 

  １０番 筒井 孝充 君  １１番 中川 庄一 君   １２番 三瓶 裕司 君 

  １３番 片平 秀雄 君  １５番 割貝 寿一 君  １６番 渡邉 一夫 君 

 

６ 不応招議員 

     １番 品川 萬里 君   ２番 内田 広之 君   ４番 須田 博行 君 

     １４番 鈴木 久一 君 

 

７ 出席議員 

   「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

   「６ 不応招議員」に同じ。 
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９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

   広域連合長   木幡 浩 君    副広域連合長  髙橋 宣博 君 

会計計管理者  佐藤 雅宏 君   代表監査委員  天野 次宣 君 

事務局長    斎藤 洋次 君   事務局次長   相馬 胤茂 君 

総務課長    菊田 祐子 君   業務課長    佐藤 朱美 君 

 

１０ 議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  会議録署名議員の指名 

日程第 ４  会期の決定 

日程第 ５  承認第２号及び第３号、認定第１号及び第２号、議案第６号及び第７号、報告 

       第１号の提出 

日程第 ６  提案理由の説明 

日程第 ７  承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例（新型コロナウイルス感染

症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減

免）） 

日程第 ８  承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第２号 東日本大震災による被災者に対する福島県後期

高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ９  認定第 １号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第１０  認定第 ２号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１１  議案第 ６号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 

              （第１号） 

日程第１２  議案第 ７号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３  報告第 １号 放棄した債権の報告について 

 

１１ 本日の会議に付した事件 

  「１０ 議事日程」に記載のとおり。 
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１２ 会議の経過 

（午後２時０５分） 

(1) 開会及び開議の宣告 

議長（筒井 孝充君） ただいま出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令和４

年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

ご報告いたします。 

品川 萬里君、内田 広之君、須田 博行君、鈴木 久一君より欠席の届がありました。

また、伊澤 史朗君より途中退席の旨届がありました。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

(2) 諸般の報告 

議長（筒井 孝充君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

２月定例会以後に議員の異動がありましたので、報告いたします。 

令和４年２月１１日付けで、遠藤 忠一君、須田 博行君が任期満了となりました。これ

により、令和４年１月２５日告示の補欠選挙が執行され、遠藤 忠一君、須田 博行君が再

選されました。 

 

(3) 議席の指定 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 

会議規則第４条第１項の規定により、今回補欠選挙において当選された遠藤 忠一君の議

席を３番、須田 博行君の議席を４番に指定します。 

 

(4) 会議録署名議員の指名 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員に、６番 佐川 正一郎君、９番 清川 雅史君を指名いたします。 

 

(5) 会期の決定 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付しており

ます議事日程のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

(6) 承認第２号及び第３号、認定第１号及び第２号、議案第６号及び第７号、報告第１号の提出 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第５「承認第２号及び第３号、認定第１号及び第２号、議

案第６号及び第７号、報告第１号」の提出を行います。 

ただいま広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は、さきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 
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(7) 提案理由の説明 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第６「提案理由の説明」を行います。 

広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（木幡 浩君） 本日、ここに、令和４年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議

会定例会を招集しましたところ、ご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し、広域連合長として制度運営に対す

る所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月の開始からこれまで、構成市町村のご協力の下、

７５歳以上の医療保険として適正な運営がなされているものと考えております。 

本広域連合の被保険者数は、令和２年度と３年度については、終戦前後の人口減少が影響

し３０万人を割り込んだものの、令和４年より団塊の世代が順次７５歳に到達することから

再び増加に転じ、令和７年度中には被保険者数が３３万人を超える見込みであります。 

こうした中、現役世代の負担を見直しつつ、負担能力に応じて皆が支え合うことを基本と

した、持続可能な「全世代対応型社会保障制度」の構築が進められております。その１つが

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しであり、本年１０月に２割負担の導入が施行

されます。 

本広域連合といたしましては、この見直しに伴う被保険者証の再交付や広報・周知などに、

万全を期して臨んでいるところであります。 

また、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の被保険者に対し、こ

れまで保険料や一部負担金の全額が免除とされておりましたが、令和５年度から段階的に減

免を終了するとの方針が、本年４月に国から示されました。 

本広域連合といたしましては、被保険者をはじめ県民の皆様に対し、国が丁寧な説明をす

るよう働きかけるとともに、再開される徴収業務等について、構成市町村と連携して対応し

てまいりたいと考えております。 

次に、医療費適正化の取組について申し上げます。 

医療機関からの請求内容の点検や、被保険者に対する医療費のお知らせによる啓発、交通

事故等での第三者行為の求償、ジェネリック医薬品の使用促進など、多方面からの取組によ

り、引き続き医療費の適正化に努めてまいります。 

次に、健康の保持増進の取組について申し上げます。 

３年目を迎えた「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施」について、今年度は県

内の７割を超える４４市町村が実施する見込みとなりました。 

健康長寿を目指す上で重要な事業であり、令和６年度までに全ての市町村での実施を目指

して、これまでの課題等を整理しながら、市町村への支援を強化してまいります。 

以上、後期高齢者医療制度について申し上げましたが、今後も健全な財政運営と医療保険

制度の安定的な運営を図り、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう努めてまいりま

すので、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、本定例会に提出いたしました案件について申し上げます。 

提出いたしました案件は、専決処分の承認が２件、令和３年度決算に係る議案が２件、令
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和４年度補正予算に係る議案が２件、放棄した債権の報告が１件、合せて７件であります。 

「承認第２号」は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に

対する令和４年度分保険料の減免に関し、「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例」について所要の改正を行うため、「承認第３号」は、東日本大震災による被

災者の保険料減免について、令和４年度分保険料減免の財政支援の基準が示されたことから、

「東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例」に

ついて所要の改正を行うため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたも

のであり、同条第３項の規定により承認を求めるものであります。 

「認定第１号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて」及び「認定第２号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について」は、地方自治法第２３３条第３項及び第５項の規定により、

監査委員の審査に付した決算と決算附属書類を添え、監査委員の意見をつけて認定に付する

ものであります。 

「議案第６号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」

につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,９７５万９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を９億９２５万７千円とするものであります。 

「議案第７号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第 1 号）」につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８８億２,８２４

万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２,５５３億４,５９６万５千円とするものであり

ます。 

「報告第１号 放棄した債権の報告」につきましては、福島県後期高齢者医療広域連合債

権管理条例第１２条第１項の規定に基づき、債権を放棄したので、同条第２項の規定により

報告するものであります。 

以上が提出議案の概要となります。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

(8) 承認第２号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第７「承認第２号 専決処分の承認を求めることについて

専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減

免）」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「承認第２号 専決処分の承認を求めること」について、Ａ４横

型の議案説明資料によりご説明いたします。 

１ページをお開きください。「専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

した被保険者等に係る保険料の減免）」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響

により収入が減少した被保険者等に係る令和４年度等の保険料の減免をするため、所要の改

正を行ったものです。 
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主な内容は、議会運営協議会で説明いたしましたとおり、保険料の減免について期間等を

定めたものです。急を要したことから、地方自治法の規定に基づき令和４年３月２３日付け

で専決処分をいたしましたので、これを報告し承認を求めるものです。条例の施行日は、令

和４年４月１日です。２ページが新旧対照表です。 

承認第２号の説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、承認第２号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第２号は、これを原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、承認第２号は、原案のとおり承認されました。 

 

(9) 承認第３号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第８「承認第３号 専決処分の承認を求めることについて

専決第２号 東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に関す

る条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「承認第３号 専決処分の承認を求めること」についてご説明い

たします。 

議案説明資料の３ページをお開きください。「専決第２号 東日本大震災による被災者に

対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例」につきまし

ては、東日本大震災による被災者に対する保険料の減免について、国から「令和４年度分の

保険料減免に係る補助金等の交付対象基準」が示されたことから、所要の改正を行ったもの

です。 

主な内容は、議会運営協議会で説明いたしましたとおり、令和４年度保険料減免の適用期

間を令和５年３月３１日まで１年間延長することと、令和４年度上位所得層の保険料減免の

取扱いを定めたものです。急を要したことから、地方自治法の規定に基づき令和４年７月１

日付けで専決処分をいたしましたので、これを報告し承認を求めるものです。条例の施行日

は、公布の日である令和４年７月１日です。４ページから６ページまでが新旧対照表です。 

承認第３号の説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、承認第３号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第３号は、これを原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、承認第３号は、原案のとおり承認されました。 

 

（10）認定第１号及び第２号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第９「認定第１号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域

連合一般会計歳入歳出決算認定について」及び日程第１０「認定第２号 令和３年度福島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」は、関連があ

りますので一括議題にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「認定第１号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算認定」について、決算認定資料【別冊１】令和３年度福島県後期高齢者医療

広域連合各会計歳入歳出決算書によりご説明いたします。 

４ページをお開きください。 

歳入について、表の一番下の歳入合計の欄をご覧ください。予算現額７億９，８００万７

千円に対して、調定額、収入済額は７億９，７９２万３，９９８円で、予算現額に対して 

８万３，００２円の減となったものです。 

次に、５ページをご覧ください。 

歳出について、表の一番下の歳出合計の欄をご覧ください。予算現額７億９，８００万７

千円に対して支出済額は７億４，４９３万８，９７２円で、不用額が５，３０６万８，０２

８円となったものです。歳入歳出差引残額５，２９８万５，０２６円は、翌年度へ繰り越す

ものです。 

次に、６ページ、７ページの一般会計歳入歳出決算事項別明細書をご覧ください。歳入に

ついて、各款の収入済額でご説明いたします。 

７ページの収入済額と備考欄をご覧ください。 

１款「分担金及び負担金」７億４，３００万円余は構成市町村の負担金で、派遣職員人件

費や電算処理委託費など制度運営に要する共通経費です。 

２款「財産収入」８２万円余は、借上公舎入居料等です。 

３款「繰入金」はありませんでした。 

４款「繰越金」５，３００万円余は、前年度からの繰越金です。 
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５款「諸収入」４万円余は、歳計現金の預金利子等です。 

次に、８ページ、９ページをお開きください。歳出について、各款の支出済額でご説明い

たします。 

９ページの支出済額と備考欄をご覧ください。 

１款「議会費」５５万円余は、議会運営に要した費用です。 

２款「総務費」７，８００万円余は、事務局長、次長、総務課職員合わせて６名分の派遣

職員人件費負担金及び事務局管理運営費等です。 

続いて１０ページ、１１ページをお開きください。 

表の中ほどの３款「民生費」６億６，６００万円余は、業務課職員１７名分の派遣職員人

件費負担金及び電算処理システム経費など事務費等の特別会計への繰出金です。 

４款「予備費」の支出はありませんでした。 

次に、１２ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。一般会計の実質収支額は、５，

２９８万５千円です。 

認定第１号についての説明は以上です。 

続きまして、「認定第２号 令和３年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 

１４ページをお開きください。 

歳入について、表の一番下の歳入合計の欄をご覧ください。予算現額２，５００億４，８

９５万円に対して調定額が２，５４２億４，７１３万７，１２９円、収入済額が２，５４２

億３，６７９万４４１円です。収入未済額は１，０３４万６，６８８円でありますが、これ

は保険給付費の不正・不当請求に係る返納金や被保険者の負担割合の変更に伴う一部負担金

差額に係る返還金などです。 

次に、１５ページの歳出について、表の一番下の歳出合計の欄をご覧ください。予算現額

２，５００億４，８９５万円に対して支出済額は２，３７９憶５，９４６万４，２２９円、

不用額が１２０億８，９４８万５，７７１円となったものです。歳入歳出差引残額１６２億

７，７３２万６，２１２円は、翌年度へ繰り越すものです。 

次に、１６ページ、１７ページの特別会計歳入歳出決算事項別明細書をご覧ください。歳

入について、各款の収入済額でご説明いたします。 

１７ページの収入済額と備考欄をご覧ください。 

１款「市町村支出金」は、３９７億３，１００万円余です。主な内訳は、市町村から納付

された被保険者の保険料低所得者等の保険料軽減分の保険基盤安定負担金療養給付費に係る

市町村負担金、市町村の健康診査事業負担金などです。 

２款「国庫支出金」は、８３０億７，８００万円余です。主な内訳は、療養給付費や高額

医療費に係る国庫負担金、広域連合の財政不均衡を是正するための普通調整交付金、災害な

ど特別な事情により算定される特別調整交付金、東日本大震災による原発事故で被災した被

保険者の保険料の減免等に対する災害臨時特例補助金などです。 

３款「県支出金」は、１９１億６，４００万円余です。主な内訳は、療養給付費や高額医

療費に係る県負担金です。 

次に、１８ページ、１９ページをお開きください。 



9 

４款「支払基金交付金」９１４億９千万円余は、現役世代からの支援金として、社会保険

診療報酬支払基金から交付された後期高齢者交付金です。 

５款「特別高額医療費共同事業交付金」６，８００万円余は、特別高額医療費共同事業か

らの交付金で、１件が４００万円を超える高額な医療費が発生した際に、その費用を全国の

広域連合からの拠出金を財源に国保中央会から交付されたものです。 

６款「繰入金」５億３，３００万円余は、一般会計からの事務費等繰入金です。 

７款「繰越金」１９８億８００万円余は、国からの療養給付費負担金など各種負担金につ

いて、令和３年度分を精算するための償還分を含む繰越金です。 

８款「県財政安定化基金借入金」の借入れはありませんでした。 

９款「諸収入」３億５，９００万円余は、歳計現金の預金利子、交通事故等の損害賠償金

である第三者納付金、診療報酬返還金等の返納金などです。 

次に、２０ページ、２１ページをお開きください。歳出について、各款の支出済額でご説

明いたします。 

２１ページの支出済額と備考欄をご覧ください。 

１款「総務費」６億９千万円余は、制度運営のための経費です。主なものとしては、電算

処理システム等の運用管理などに係る電算処理費、被保険者証の定期更新などに係る資格管

理費、療養の給付などに係る給付管理費、医療費通知などに係る医療費適正化等推進事業、

被保険者の健康づくりに係る特別対策事業などです。 

次に、２２ページ、２３ページをお開きください。 

２款「保険給付費」２，２５２億７，１００万円余は、被保険者が診察等を受けた医療機

関に支払う療養の給付費等で、歳出全体の約９５パーセントを占めています。給付費の内訳

は、備考に記載のとおりです。 

次に、２４ページ、２５ページをお開きください。 

３款「特別高額医療費共同事業拠出金」８，６００万円余は、歳入で説明いたしました高

額な医療費に備えるための全国の広域連合による共同事業への拠出金です。 

４款「保健事業費」９億２，１００万円余は、市町村に委託して実施している健康診査事

業や高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施などの健康増進事業です。 

５款「公債費」の支出は、ありませんでした。 

２６ページ、２７ページをお開きください。 

６款「諸支出金」１０９億８，９００万円余は、資格喪失などによる保険料の還付金や、

療養給付費等の額確定に伴い国などから定率で概算払されていた療養給付費負担金などの精

算による償還金等です。 

７款「予備費」の支出はありませんでした。 

次に、２８ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。特別会計の実質収支額は、１

６２億７，７３２万６千円です。 

次に、２９ページの財産に関する調書をご覧ください。公有財産、物品、債権、基金はあ

りません。 

続きまして３０ページ以降は、令和３年度の主な施策の成果等報告書となっております。

広域連合では、保険者として保健事業や医療費の適正化事業を実施しておりますので、主な
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事業についてご説明いたします。 

４１ページをお開きください。 

オ 医療費適正化等推進事業ですが、主な実施内容の（イ）ジェネリック医薬品について

は、ジェネリック医薬品へ切り替えることで自己負担額が１００円以上下がると見込まれる

被保険者へ、その差額を知らせる通知を送付するとともに、お薬手帳などに貼るジェネリッ

ク医薬品希望シールを被保険者証の定期更新時に送付しました。令和４年３月分のジェネリ

ック医薬品の利用率は、前年比３．３ポイント増の８１．６パーセントとなりました。 

次に、（ウ）レセプト二次点検は、レセプトの請求内容に誤りがないか、一次点検を福島

県国保連合会で行っていますが、さらに請求内容を詳細にチェックするため、二次点検を委

託して実施したものです。二次点検による再審査の申出により過誤請求であると認められた

金額は、令和３年１２月末時点で３，８５９万円余となりました。 

４５ページをお開きください。 

４款 保健事業費ですが、保健事業としまして、被保険者の健康の保持増進及び生活習慣

病の早期発見のため、健康診査事業と健康増進事業を実施しました。アの健康診査事業は、

市町村等に事業を委託して実施しました。 

４６ページをお開きください。 

イの健康増進事業は、重症化予防指導に加え、重複頻回受診者や低栄養・過体重の傾向に

ある被保険者への訪問指導や適正服薬相談事業等を実施しました。 

認定第２号についての説明は以上です。 

なお、本決算につきましては、監査委員による決算審査が行われ、決算認定資料【別冊２】

のとおり審査意見書が提出されておりますので、地方自治法の規定により、併せてご報告い

たします。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） 次に、監査委員から決算審査の意見を求めます。 

監査委員、天野 次宣君。 

監査委員（天野 次宣君） 私から、令和３年度の決算の審査結果についてご報告申し上げま

す。お手元の決算認定資料【別冊２】審査意見書１ページをご参照いただきたいと存じます。 

去る令和４年６月２７日、令和３年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきまして

審査をいたしました。その結果、審査に付されました一般会計及び特別会計に係る歳入歳出

決算書、決算事項別明細書及び実質収支に関する調書、財産に関する調書等は、関係法令に

準拠して作成されているものと認められました。また、決算の計数に関しましても、関係帳

簿及び証拠書類と照合しましたところ、正確であると認められました。 

最後に、決算の概要につきましては、審査意見書にもまとめておりますとおり、適正かつ

効率的に予算が執行され、健全な財政運営であると判断いたしております。 

以上、決算審査の意見としてご報告申し上げます。 

議長（筒井 孝充君） ただいまの監査委員の意見をふまえ、認定第１号及び認定第２号の質

疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 



11 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

認定第１号及び認定第２号は、これを原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、認定案第１号及び認定第２号は、原案のとおり認定されました。 

 

（11）議案第６号及び議案第７号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１１「議案第６号 令和４年度福島県後期高齢者医療広

域連合一般会計補正予算（第１号）」及び日程第１２「議案第７号 令和４年度福島県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」は、関連がありますので

一括議題にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「議案第６号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第１号）」について、議案書によりご説明いたします。 

議案書の８ページをお開きください。 

補正の内容ですが、令和３年度決算の認定により繰越金が確定したことから、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ１，９７５万９千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ９億９２５

万７千円とするものです。 

議案書の１０ページから１２ページまでが、一般会計補正予算の事項別明細書です。 

１１ページをご覧ください。 

まず、上段の表、歳入でありますが、４款１項１目「繰越金」に１，９７５万９千円を追

加するものです。これは、令和４年度への繰越金５，２９８万５千円が確定したことから、

令和４年度当初予算で計上していた繰越金３，３２２万６千円との差額１，９７５万９千円

を追加するものです。次に歳出ですが、４款１項１目「予備費」に繰越金で追加したのと同

額１，９７５万９千円を追加するものです。 

議案第６号の説明は以上です。 

続きまして、「議案第７号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）」についてご説明いたします。 

１４ページをお開きください。 

補正の内容ですが、令和３年度決算の認定により繰越金が確定したことから、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ８８億２，８２４万３千円を追加し、予算総額を歳入歳出共に

２，５５３億４，５９６万５千円とするものです。 
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議案書の１６ページから１８ページまでが、特別会計補正予算の事項別明細書です。 

１７ページをご覧ください。 

まず上段の表、歳入ですが、２款「国庫支出金」２項「国庫補助金」１目「調整交付金」

に６，５２２万６千円を追加するものです。これは、本年１０月から施行される窓口負担２

割導入に伴う追加経費に係る交付金です。 

７款１項１目「繰越金」は、８７億６，３０１万７千円を追加するものです。これは、令

和４年度への繰越金１６２億７，７３２万６千円が確定したことから、令和４年度当初予算

で計上していた繰越金７５億１，４３０万９千円との差額８７億６，３０１万７千円を追加

するものです。 

次に歳出ですが、１款「総務費」１項「総務管理費」１目「一般管理費」６，１１５万８

千円は、窓口負担２割導入に伴う追加経費等です。６款「諸支出金」１項「償還金及び還付

加算金」２目「償還金」６６億５，０７０万２千円の追加は、令和３年度に概算払で受けて

いた、国等からの療養給付費負担金等の精算に係る償還金等です。７款１項１目「予備費」

２１億１，６３８万３千円は、保険料及び共通経費予備費に追加するものです。 

議案第７号の説明は以上です。 

議案第６号と併せて、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、「議案第６号」及び「議案第７号」の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第６号、及び議案第７号は、これを原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第６号及び議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

（12）報告第１号の説明 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１３「報告第１号 放棄した債権の報告について」を議

題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「報告第１号 放棄した債権の報告」について、ご説明いたしま

す。議案書の１９ページをお開きください。 

福島県後期高齢者医療広域連合債権管理条例第１２条第 1 項第３号の時効期間満了に該当

したもの１件、第７号の相続放棄に該当したもの１件、合計２件３２万８，８７６円の債権

を放棄したので、同条第２項の規定により報告するものです。 

報告第１号の説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 



13 

議長（筒井 孝充君） それでは、報告第１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方ございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ないようですので、報告第１号を終わります。 

 

（13）閉議及び閉会の宣告 

議長（筒井 孝充君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

以上で、会議を閉じ、令和４年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会い

たします。 

（午後２時４５分） 

 

 

 


